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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年８月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 爆発 

発生日時 令和２年１１月７日 １３時３０分ごろ 

発生場所 沖縄県那覇港新港ふ頭地区安謝
あ じ ゃ

物揚場岸壁 

那覇港浦添
うらそえ

北内防波堤灯台から真方位１４７°１,３９０ｍ付近 

 （概位 北緯２６°１４.６′ 東経１２７°４０.８′） 

事故の概要 漁船恵海
え み

丸は、係留中、機関室で爆発が発生した。 

恵美丸は、船長及び乗組員１人が負傷した。 

事故調査の経過  令和２年１１月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 恵海丸、６.６トン 

 ＯＮ２－１０４６（漁船登録番号）、個人所有 

 １３.８０ｍ（Lr）×３.１５ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３６７.７５kＷ、平成１１年７月１８日 

 第２９１－３８８９８号（船舶検査済票の番号） 

４サイクル、回転数毎分２,１３２、６気筒、ボア１２１.９mm、使

用燃料Ａ重油 

 乗組員等に関する情報 船長 ３１歳 

  一級小型船舶操縦士 

   免許登録日 平成２９年７月３１日 

   免許証交付日 平成２９年７月３１日 

          （令和４年７月３０日まで有効） 

乗組員Ａ ４３歳 

 死傷者等 重傷 ２人（船長、乗組員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風速 約３.１m/s、視界 良好、気温 

約２６.５℃ 

海象：波高 約０.３ｍ 

 事故の経過  本船は、那覇港新港ふ頭地区安謝物揚場岸壁（以下「本件岸壁」と

いう。）に主機を停止して係留中、船長及び乗組員１人（以下「乗組
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員Ａ」という。）が、令和２年１１月７日１０時３０分ごろ操舵室前

面下部の機関室出入口から機関室に入り、２種類のスプレー式金属洗

浄剤（以下「スプレー剤Ａ」及び「スプレー剤Ｂ」という｡）（共に８

４０mℓ缶入り）及び家庭用電気掃除機（以下「本件掃除機」とい

う｡）を使用して機関室の清掃作業を行っていた。 

 船長及び乗組員Ａは、１２時００分ごろ機関室の清掃作業を一旦終

了し、１２時５０分ごろ本船に戻って再び機関室に入って清掃作業を

再開した。 

本船は、１３時３０分ごろ船長が機関室船首側においてスプレー剤

Ａ及びスプレー剤Ｂを使用して汚損部の拭取り作業中、乗組員Ａがゴ

ミを吸引する目的で機関室船尾側において本件掃除機のスイッチを入

れた直後、機関室船尾側で爆発した。 

 船長は、機関室船首側上部にある開放していたハッチから、乗組員

Ａは、機関室出入口からそれぞれ自力で脱出した。 

 本船は、機関室ハッチ及び機関室出入口から黒煙及び炎が外に吹き

出したが、付近にいた船舶所有者が本船に備えられていた消火器で消

火作業を行い、間もなく鎮火した。 

 船舶所有者は、携帯電話で１１９番通報し、船長及び乗組員Ａは、

間もなく駆けつけた救急車で、病院に搬送された。 

船長は、両下腿及び両上肢に第２度の熱傷と診断され、約１０日間

入院し、乗組員Ａは、気道及び全身に第２度の熱傷と診断され、約２

か月間入院した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 機関室出入

口、写真３ 機関室ハッチ、写真４ 機関室内、写真５ 本件掃除

機 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、船体中央部付近に操舵室があり、その船首側下方に機関室

が配置されていた。 

 機関室は、船首尾方向の長さが約２.３０ｍ、幅が約１.７０ｍ、床

面からの高さが約１.４５ｍであり、主機が床面中央に備えられてい

た。 

 本船は、本事故当時、機関室内の換気ファンを停止しており、機関

室ハッチ及び機関室出入口を開放して自然換気を行っていた。 

船長及び乗組員Ａは、本事故時スプレー剤を５本用意し、本事故発

生までに機関室においてスプレー剤を３本（スプレー剤Ａが２本、ス

プレー剤Ｂが１本）で主機周辺の汚損部に噴霧した後キッチンペーパ

ーによって拭き取る方法で掃除を行い、使用したキッチンペーパーは

機関室に置かれていたビニール袋に入れていた。 

船長は、以前、スプレー剤と本件掃除機を同時に使用して機関室の

清掃作業を行ったことがあったが、爆発しなかった。 

船長及び乗組員Ａは、機関室内の清掃作業を行う際、船内バッテリ
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の主電源を断として船内電気が通電しないようにしていたが、持運び

式電気コードリール（以下「本件コードリール」という｡）を本船甲

板上に設置し、本件岸壁の電源に接続して本件コードリールに本件掃

除機を接続して使用していた。 

 スプレー剤Ａ及びスプレー剤Ｂの各販売会社の回答及び製品安全デ

ータシート によれば、スプレー剤Ａの主成分は、ヘキサン（分子量

８６）が約８８ｇ、シクロヘキサン（分子量８４）が約３５０ｇ、

エタノール（分子量４６）が約８８ｇ、ブタン（分子量５８）が約６

ｇ、プロパン（分子量４４）が約１１７ｇであり、また、スプレー

剤Ｂは、密度が約０.７０g/cm3 であり、その主成分は、ヘキサンが約

６０％、エタノールが約１０％、ブタンが約３０％であり、いずれも

空気（平均分子量２９）より重い可燃性ガスであった。 

 スプレー剤Ａ及びスプレー剤Ｂの各主成分は、一定の濃度で爆発す

る爆発限界値（ヘキサン：１.２～７.４vol％、シクロヘキサン１.３

～７.８vol％、エタノール：３.３～１９.０vol％、ブタン：１.８～

８.４vol％、プロパン：２.１～９.５vol％）を有していた。 

船長は、スプレー剤Ａ及びスプレー剤Ｂの主成分に可燃性ガスが含

まれることを知っていたが、容器に記載されていた使用上の注意を十

分に読んだことがなく、自然換気（機関室出入口及び機関室ハッチを

開放）していたので、爆発の危険はないと思っていた。 

 スプレー剤Ａ及びスプレー剤Ｂの容器には、使用上の注意として次

のとおり記載されていた。 

 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意

を守ること。 

 ・炎や火気の近くで使用しないこと。 

・火気を使用している室内で大量に使用しないこと。 

・高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる場所や火

気等の近くなど温度が４０度以上になる場所に置かないこと。 

・火の中に入れないこと。 

・使い切って捨てること。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、本件岸壁において係留中、船長がスプレー剤Ａ及びスプレ

ー剤Ｂを使用して主機周辺の汚損部の拭取り作業中、乗組員Ａが機関

室船尾側において本件掃除機のスイッチを入れた直後、滞留して爆発

限界値に達していた可燃性ガスに、本件掃除機内部の電気接点から生

                             

   「製品安全データシート」とは、化学品の安全な取り扱いを確保するために、化学品の危険有害性等に関

する情報を記載した文書のことをいう。 
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じたスパークが着火源となって引火したことから、爆発したものと考

えられる。 

 本船は、機関室において可燃性ガスが滞留して爆発限界値に達して

いたのは、機関室ハッチ及び機関室出入口を開放して自然換気を行っ

ていたが、スプレー剤Ａ及びスプレー剤Ｂの主成分である可燃性ガス

がいずれも空気より重いことから、機関室下部に沈殿し、十分に換気

されていなかったものと考えられる。 

 船長は、スプレー剤Ａ及びスプレー剤Ｂに可燃性ガスが含まれるこ

とを知っていたが、以前、スプレー剤と本件掃除機を同時に使用して

機関室内の清掃作業を行って問題がなかったことから、強制換気を行

わなくても爆発することはないと思い、同作業を行ったものと考えら

れる。  

原因 本事故は、船長がスプレー剤Ａ及びスプレー剤Ｂを使用して主機周

辺の汚損部の拭取り作業中、乗組員Ａが機関室船尾側において本件掃

除機のスイッチを入れた直後、滞留して爆発限界値に達していた可燃

性ガスに、本件掃除機内部の電気接点から生じたスパークが着火源と

なって引火したため、本船が本件岸壁において係留中に爆発したもの

と考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・スプレー式金属洗浄剤は、機関室等の閉鎖された区画において使

用する際、ダクトファン等で強制換気を十分に行い、空気より重

い可燃性ガスが滞留しないようにすること。 

・スプレー式金属洗浄剤を使用して清掃作業を行う際は、電気機器

等着火源となるものを同時に使用しないこと。 

・スプレー式金属洗浄剤は、その主成分を確認し、爆発の可能性が

ある場合には、使用上の注意事項を把握した上、取り扱うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 
 

 

写真１ 本船 

 
 

写真２ 機関室出入口 

 

事故発生場所 

（令和２年１１月７日 

１３時３０分ごろ発生） 

那覇港浦添北内防波堤灯台 

沖縄県 

那覇市 

機関室出入口 
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写真３ 機関室ハッチ 

 
 

写真４ 機関室内 

 
 

写真５ 本件掃除機 

 

機関室ハッチ 


